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あとがきあとがき
　今回は、現執行部による１
年間のまとめのコメントと、
日税連執行部との懇談会を中
心にお送りしました。今号が

した。それでは、８月４日の
東京大会でお会いしましょ
う。

広報部長　秦　光一郎

私の編集する最後の広報誌とな
ります。皆様のおかげで何とか
任務を全うすることができまし
た。どうもありがとうございま
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１　はじめに
　創立 50 年の節目の名古屋大
会において会長に就任してか
ら、早いもので退任の挨拶をさ
せて頂く時期になりました。こ
の 1 年間、部長、委員長を中心
に理事皆様の協力を得ながら、
全力で全国青税の活動に取り組
んできた思いはありますが、な
かなか思い描いたものと現実は
遠いという事を実感した 1 年で
ありました。青税の活動は 1 年
ごとに次の執行部に引き継がれ
ていきますので、区切りとして
この 1 年間取り組んでまいりま
した事業について、個人的な感
想を交えながら報告をさせて頂
きます。

２　税理士制度について
　今年度は、昨年度取りまとめ
たミーティングレポートを踏ま
え次なる税理士法改正に向けた
活動を行うことをテーマとしま
した。前回の税理士法改正過程
を振り返ると日税連の組織改革
を行うことが重要であると考
え、11 月に「日本税理士連合
会の機構改革に関する要望書」
を取りまとめ、日税連の意思決
定に税理士個々人が関われる仕
組みに組織を改革すべきことを

要望しました。また、意見書の
作成に際し日税連会長選挙に立
候補した経験をお持ちの東京地
方税理士会朝倉文彦前会長の事
務所を訪問し、当時の会長選挙
の実情や選挙戦、日税連会長選
挙の在り方などについて話を伺
い意見交換を行いました。11
月に行われた日税連との懇談会
においても、日税連の機構改革
に関する事項を要望し、又、税
理士受験生が大幅に減少してい
る状況についての改善策につい
て当連盟の意見を要望しまし
た。
　近い将来、人工知能（ＡＩ）
の普及により税理士制度や税理
士の業務が大きく変化するとい
う予測があります。そこで、「人
口知能（ＡＩ）の活用・開発状
況に関するアンケ―ト」を作成
し、各ソフトウエアベンダー
にアンケートの協力をお願い
し、回答内容を取りまとめた報
告書を作成しました。今後、Ａ
Ｉ技術が進展していくというこ
とには各社異論がありませんで
したが、ＡＩを利用した税務相
談や税務判断を伴うシステムの
開発には税理士法や提供者責任
にも関係する事案であることか
ら各社の意見が分かれているこ
とが確認できました。日本社会
の ICT 化、AI 化は税理士制度

や税理士の業務と今後更に深く
関わっていくと予測されますの
で、これからも注視していかな
ければならないテーマであると
考えています。
　今後、大きく変化するであろ
う社会環境の影響を受けつつ
も、次の税理士法の改正が、納
税者の権利利益保護に資する改
正であり、税理士制度の発展と
若い世代が希望を持って税理士
を目指せるような制度改正にな
ることを願っています。

３　税制に関して
　税制については、税を考える
上での基本原則である「公平、
中立、簡素」から検討を行い、

「主権者である国民が納得でき
る租税制度の実現」、「公平性が
保たれる税制の実現」、「未来を
見据えたあるべき税制」、を基
本的な視点とした要望書を取り
まとめ「平成 31 年度税制改正
に関する要望書」を日税連に提
出しました。今回の税制改正に
おいて合計所得金額が 2,500 万
円超の個人については基礎控除
の適用をできないこととする改
正が行われました。最低生活費
部分については課税してはなら
ないことを要請する憲法を無視
するような改正であり、このよ
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であっても、決定された過程が
不明確なままになっていると感
じられます。国民不在の中で重
大な改正が次々と行われ、租税
制度の大原則が大きく歪められ
ている現在の状況は看過できな
いと考えます。このような改正
を受け、5 月に「所得税におけ
る控除のあり方―人的控除を中
心に―」という内容で広島修道
大学奥谷健教授を講師に迎えて
研修会を開催し、所得税の人的
控除の在り方について理解を深
めました。今後の税制改正要望
に活かしていきたいと考えてい
ます。 
　納税環境整備に関する事業に
ついては、当連盟が今まで議論
してきた過程を再確認する意味
から 10 月に坂井昭彦元会長を
講師とし、納税者権利憲章につ
いての勉強会を行いました。そ
の勉強会を踏まえ、納税者権利
憲章の制定と納税者の権利を拡
充する規定を国税通則法に明文
化することを要望する、納税環
境整備に関する要望書案を作成
し部会、理事会で議論を重ねて
おります。この原稿を書いてい
る現在、提出には至っておりま
せんが、当要望書を今年度内に
取りまとめて提出すべく検討を
進めています。

４　 全国青税の運営と組織
活動について

　3 月にはみちのく理事会の前
の全国青税運営会議と称し、理
事会に出席する理事及び各単位
青税代表者全員で当連盟の運営
に関する会議を開催しました。
会議に際し、事前にアンケート
を作成し、出席者全員に回答を

してもらった上で、会議に臨み
ました。今後、各単位青税の組
織力の低下などにより、当連盟
の活動について大きな見直しを
迫られることも予想されること
から、今から継続的に議論を行
うことが必要と考えこの会議を
企画しました。財政に関する事
項、全国大会及びシンポジウム
の在り方や開催方法などに関す
る事項、理事会の運営に関する
事項など率直な意見を出しても
らい、有意義な会議になったと
考えております。このような会
議を次期以降も何らかの形で継
続し、全体会議の形式で出席者
から多くの意見をもらい、単位
青税の事情にも配慮した形で活
動の改善を進めていただきたい
と思っています。
　また、組織の拡充策として、
以前、全国青税に加入していた
岡山青税との懇談を行い、1 月
の名古屋理事会に岡山青税の現
会長をお招きし、理事会を傍聴
していただきました。また、５
月には 1995 年以来の開催とな
る岡山市で理事会を開催し、岡
山青税執行部と懇談を行い、全
国青税への加入を促しました。

５　 韓国税務士孝試会との
勉強会及び国際交流に
ついて

　韓国税務士孝試会との勉強会
は、全会員を対象とする形式に
なってから８回目の開催となり
ました。9 月にソウル高麗大学
内において、「税理士と税務訴
訟」をテーマに開催されました。
韓国では税務士が税務訴訟に参
加する権利は認められていませ
んが、以前から税務訴訟への参
加を認めるよう求める動きがあ

るようです。研究内容を発表し、
両国から活発な質疑応答がなさ
れました。盛会のうちに勉強会
が終了し、その後の懇親会にて
親睦を深めました。また、11
月にはソウルで行われた考試会
総会に出席し、映像による 1 年
間の活動報告や議案審議の様子
を当連盟の総会と比較しながら
興味深く拝見しました。懇親会、
2 次会において友好と親睦を更
に深めました。今後もこのよう
な国際交流を通し、日韓両国の
友好がさらに深まることを願っ
ております。

６　結びにあたり
　青税の活動は自分一人では何
も行うことは出来ません。この
1 年間、部長、委員長、理事は
じめ当連盟の活動に関わってい
ただいた多くの皆様に心よりお
礼を申し上げます。青税の活動
は 1 年で何かを求めるというよ
りは、活動を通して青税が掲げ
る理念を継承し、その理想の実
現につなげるべく行動していく
ことが重要であると考えていま
す。今年度、然したる成果は上
げられなかったという批判は甘
んじてお受けするにしても、諸
先輩方が築いてきた活動の理念
や目的を次代に継承していくこ
とは達成出来たのではないかと
感じています。
　最後になりますが、次期執行
部に対しましても皆様方の暖か
いご支援を賜りますこと、更に
当連盟の活動に対するご理解ご
協力をお願いしまして、私の退
任の挨拶とさせていただきま
す。1 年間本当にありがとうご
ざいました。
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　就任挨拶では「『国民のため
の税理士制度の確立、国民のた
めの租税制度の改善』という全
国青税の目的を果たすために少
しでもお役にたてるように力を
尽くしていきたい」と大きなこ
とを書いてしまったのですが、
実際はこまごまとした雑務に忙
殺され、懇親会のドタキャン・
ドタ参にやきもきしているうち
に一年間が終わってしまいまし

た。
　これまでの悪夢の定番である

「税理士試験会場に電卓を忘れ
る」「保育園のお迎えに間に合
わない」に、「理事会の会議室
も懇親会場も予約がとれていな
い」というものが加わりました。
各単位青税の総務部長や代表者
のご協力により、実際にはその
ようなことは一度もなく、無事
に理事会を運営することができ

てほっとしています。
　全国青税の目的を果たすため
にお役に立てずに申し訳ない気
持ちでいっぱいなのですが、私
自身は全国の青年税理士と交流
を深めることができ、貴重な経
験を積むことができ、得るもの
がたくさんありました。お世話
になった皆様にこの場を借りて
感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。

　一年間経理部長を務めさせて
いただきました東京青税の平良
です。全国青税の皆様からご協
力をいただきましたこと、心よ
り御礼申し上げます。また、事
務局員の山縣さんにも大変助け
られました。この場を借りて御
礼申し上げます。
　経理部長を引き継いだ当初
は、預金口座の名義変更手続に
はじまり、期日厳守の支払事務
や全国から送られてくる会計精
算書の内容確認等に戸惑いまし
た。その度に経理規程を調べ、

執行部の皆様や歴代経理部長に
教えを請いながら何とか無事に
職責を全うできそうです。
　経理部長を務めさせていただ
いたことで、全国青税の活動を
深く知ることができ、また会費
を集めて会務を運営する難しさ
を身にしみて感じました。全国
青税の収支状況を把握するにつ
れて、各単位青税の収支状況を
も垣間見ることになり、身の引
き締まる思いでした。会員一人
ひとりの貴重な会費が、意義の
ある活動に使われていることを

ご報告する重責を退任間際に
なって改めて感じております。
経理部長は退任致しますが、こ
れからは東京青税の執行部とし
て、微力ながら全国青税との橋
渡しに努力したいと思います。
　2017 年度はおかげさまで有
意義な一年間となりましたこと
を感謝しつつ、今後の執行部の
皆様のご活躍を祈念致しまし
て、お別れの言葉とさせていた
だきます。
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各 部 報 告

総 務 部

部長　紺　野　貴　子
（東　京）

経 理 部

部長　平　良　夏　木
（東　京）

一 年 を 振 り 返 っ て
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　「１年間を振り返って」との
お題を頂戴し、いざ原稿を書こ
うとＰＣと対峙したのですが、
私の担いはこれからが本番であ
り、振り返るよりも先を見据え
ることの方が多く、他の部長さ
んたちを羨ましく思っておりま
す。
　思えば、近畿青税の代表幹事
を務めているときに秋季シンポ
ジウムを近畿でお受けした当事
者として、研究部長を仰せつか
り、何とかなるであろうと軽い
気持ちでいたのですが、このま
までは不味いなと思いはじめ、

そろそろ本腰を入れて取り組ま
ねばとまさにネジを巻きなおし
ているところです。準備を進め
れば進めるほど、一つの事業を
担当することの責任の重さを痛
感するとともに、これまで担当
されてきた方々がどれだけご苦
労されていたかをひしひしと感
じ、頭が下がる思いです。
　秋季シンポジウムは近畿だけ
でなく全青の皆様のお力添えと
ご理解なしでは成り立たない事
業でございます（すべてそうで
すが）。本番に向け各単位会の
皆様にはご迷惑もおかけするこ

とがありますが、何卒ご協力の
ほどよろしくお願いいたしま
す。

　組織部長を務めさせていただ
きました、千葉青税の松田匡司
です。
　今年の組織部の活動として
は、9 月の神奈川理事会の午前
中に組織会議を開催し、例年と
同じく新入会員の獲得方法、出
席率向上方法、幹部の育成方法
について意見交換しました。
　共有された施策については、
単位青税での今後の活動の参考
にすることができたと思いま
す。
　未入会単位青税に対するこれ

までの経緯と今後の対応につい
ても議論し、未入会単位青税に
ついては、岡山青税に対して重
点的に対応する方針を確認しま
した。
　その方針を踏まえて、岡山青
税会員 2 名が 1 月の名古屋理事
会傍聴参加していただき、5 月
には岡山で理事会を開催するこ
とができ、岡山青税会員との交
流を深めることができました。
今後、全国大会、シンポジウム
などにも参加いただき、交流の
輪を拡げることにより、全国青

税加入に向けての進展に期待し
ています。
　また、岡山を足掛かりに広島
青税をはじめ中国地方の単位会
交流につながればと思います。
　最後に、森会長はじめ執行部
の方々には様々なご協力を頂
き、感謝しております。全国青
税の組織のますますの発展を祈
念しまして、退任のごあいさつ
とさせていただきます。１年間
ありがとうございました。

Page-06
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研 究 部

部長　山　下　尚　宏
（近　畿）

組 織 部

部長　松　田　匡　司
（千　葉）
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　「あの司会してる奴はそもそ
も誰や・・・」
と、昨年 9 月の神奈川理事会後
の懇親会では皆さんおそらくこ
う思われたことでしょう。
　名古屋で開催された全国大会
で厚生部長を拝命いたしました
岐阜青税の本田でございます。
月日の経つのは早いもので、ま
た一つ歳を重ねました。
　厚生部長としての私の役割は
例年通りではありますが、理事
会後に開催される懇親会の司会
進行を行うことでありました。
会場の手配、集金等は開催地の

会員の皆様のご協力により手ぶ
らで参加することができ大変感
謝しております。
　前任の厚生部長からの引継ぎ
事項にもありました、ここ数年
恒例となってます理事会、懇親
会への初参加者の自己紹介タイ
ムでは、私のイジリにも臆する
ことなくユーモアで返してくだ
さいました新人（？）の皆様、
また、その場を大いに盛り上げ
てくださいましたベテラン（？）
の皆様、大変ありがとうござい
ました。特に「まずはお前が自
己紹介しろ！」とヤジっていた

だいた名古屋が誇る大声チャン
ピオンには大変助けられまし
た。今後もこの懇親会が更なる
交流の場となることを期待して
おります。
　一つ歳は取りましたが、厚生
部長としての一年間は、一年で
は得ることができないような貴
重な経験をさせていただき、か
けがえのない財産となりまし
た。任命してくださった森会長
はじめ、ご協力いただいたすべ
ての会員の皆様に心から感謝申
し上げます。
　一年間ありがとうございました。

　一年間、法対策部長を務めさ
せていただきました名古屋青税
の仙田浩人です。就任の挨拶を
してから、はや一年がたちまし
た。法対策部の活動報告につい
ては、別項目において紙面をい
ただいておりますので、こちら
では私の雑感を記載させていた
だきます。
　この一年を振り返り、部長と
して多くのメンバーと議論や意
見書作成を通じてかかわること
ができ、まずにはみなさんに感
謝申し上げます。不慣れな部長

のもと、多くの皆さんが、部会、
理事会を通じて議論を参加して
くださりました。特に委員長各
位につきましては、私と一緒に
年度末まで運営側として参加い
ただきましたこと、感謝の一言
ではこの想いを言い表せません。
　この一年では、「日本におい
て我々国民がどのように主体的
に生きていくのか」といった命
題に対する全青メンバーそれぞ
れの真摯な想いに直接ふれるこ
とができました。この想いがそ
れぞれの会員のなかにあるかぎ

り、また全青といった、その想
いが切磋琢磨され、表現するこ
とができる場があるかぎり、日
本における民主主義はこれから
も、特に青年税理士の中で根付
き続くものと感じています。
　私自身については、不慣れな
部分があり、力及ばすといった
点も多くあったと思います。し
かしながら、新しい執行部の皆
様につきましては、この皆さん
と過ごした一年を次につなげて
いただくことを望みつつ、最後
に感謝申し上げます。
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各 部 報 告

厚 生 部

部長　本　田　辰　次
（岐　阜）

法 対 策 部

部長　仙　田　浩　人
（名古屋）
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　単位青税でも未経験であった
広報部長を任ぜられ、広報誌の
発行などできるだろうか？…と
不安しか感じないスタートでし
たが、あっという間の一年でし
た。至らないながらもなんとか
お役目を果たすことが出来たの
ではないかと考えております。
お忙しい中、原稿執筆やゲラ
チェックにご協力いただいた皆
様にこの場をお借りして、御礼
申し上げます。本当にありがと
うございました。

　田中ホームページ運営委員長
には、全国青税のホームページ
やブログのアップの他、広報誌
掲載用の写真の撮影にもご尽力
頂きました。心より感謝いたし
ます。今後も全国青税の活動内
容は広報誌とホームページを通
じて情報発信されます。会員の
皆様が全国青税の情報発信に一
層の関心を払って頂けるならば
幸いです。一年間どうもありが
とうございました。

　昨年の５月、森会長に贅沢な
肉をご馳走になったのが運の付
きでした。
　名古屋全国大会に始まり、ソ
ウル勉強会「税理士と税務訴
訟」開催、税務士考試会定時総
会出席、日韓文化交流基金の助
成金申請、東京全国大会と京都
勉強会「事業承継税制（仮）」
の準備などに携わり、日韓の交
流を深めて参りました。若手の
考試会会員と片言の英語で語ら
いながら飲み明かしたことが良
い思い出です。

　森執行部の一員として西は福
岡から東は仙台まで理事会に皆
勤しました。納税者のための税
理士制度とは何か、その実現を
目指して貴重な休日に手弁当で
集まり、喧々諤々議論をする会
員皆様の熱意にほだされ、大変
勉強になりました。自発的に考
え発信し続けることも大切であ
ると感じました。
　東京青税の広報部長を兼務
し、共に初部長であったため体
感速度の遅い１年間でした。こ
れを乗り切ることができたのも

ひとえに今津副会長、野島副会
長を始め永久国際部員ほか皆様
からサポートしていただいたお
陰です。ここで得た知見を次期
部長への引継ぎや実務や会務に
生かしていきたいと思います。
得難い経験を与えていただきあ
りがとうございました。10 月
６日（土）京都勉強会でお会い
しましょう！
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　平成29年11月13日月曜日、日本税理士会
館において、日本税理士会連合会（以下「日税
連」という）の執行部との懇談会が開催された。
　日税連からは、神津会長、小島副会長、浅田
副会長、西村副会長、和田専務理事、杉田専務
理事、瀬上専務理事、足達総務部長が出席して
の開催となった。

　今年度のテーマは、税理士制度、日税連機構
改革、ベンダーアンケート結果の共有、税制改
正、納税環境整備、となった。以下はその要旨
である。なお内容については、字数の制約により
要約・意訳をしているところがある旨をご容赦頂
きたい。

神�津会長：社会情勢が大幅に変
わる中で、税理士会は色々な
難題を抱えている。要点を協
議し日税連の政策に取り入れ
ることによって全青の要望に
応えていきたい。

　 AI の発展で税理士はいらな
くなるとの風評がある。ちゃ
んと対応をしていきたいと
思っている。税理士法改正に
ついては、スピーディーにか
つオープンに制度部でまと
め、社会変革に対応していく。
改正税法へ所得税の改革等が
議論をされているが、税理士
会もタイムリーに意見を表明
していく。

　 青税から日税連に対して真摯
で建設的な意見を頂戴して共
に発展していくこと望んでい
る。

森�会長：多数の日税連執行部の
先生方にお集まりいただき感
謝。真摯なご意見を頂き意味
ある懇談会したい。

　 納税者権利憲章と公認会計士
の指定研修の在り方など税理
士制度が有益な制度となるた
めの日税連の考えをお聞きし
たい。

仙�田法対策部長（以下「仙田」）：
税理士制度について最初に質

問させて頂く。

１．税理士制度について

山�田税理士制度対策委員長（以
下「山田」）：税理士の受験者
数の減少について。受験者数
の推移のグラフを見ると申込
者数が平成 19 年 64 千人あっ
たものが平成 28 年には 44 千
人、平成 29 年には 41 千人と
減少している、新規登録者数
の総数は変わらないが、20
代の若手が 50％以上減少し
ている。受験期間平均 8.6 年。
学生等若い世代に魅力が伝え
きれてない。

　 次の税理士制度を担う人材を
募るため、受験資格要件の緩
和を図るべきではないか。

杉�田専務理事：会計科目は、18
歳で受けられるよう議論をし
ている。

　 受験年数については、一発と
科目という試験を同列に比べ
にくい。必ずしも長いからダ
メではない。問題は中身の話。

　 合格までの年数は短く。受験
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資格は緩和。受験者数は増や
す。結果的に合格者増える。
逆に若い人の声としては、特
に都会を中心に非常に厳しい
と。価格競争せざるを得ない
との声が聞こえてくる。目指
す方向性がわかりにくくなっ
ている。

仙�田：受験者を増やすべき理由
は税理士制度発展のため。若
手の税理士の増加要素は税理
士試験。その入り口の受験者
数が増えない限り、合格者も
増えない。それに伴って競争
が増えることは予想される
が、そこは日税連の指導でき
ちんとされるのが本筋では。

山�田：税理士試験の合格基準に
ついて。税理士試験の合格基
準は 60％とされる一方、模
範解答は無く、採点基準も不
明確。採点基準等が不明瞭な
ことが受験者数低下の一因。
模範解答の作成と採点基準の
明確化を働きかけて頂きた
い。

杉�田専務理事：税理士試験の透
明性を向上させることは必
要。どの程度まで透明性を上
げるかは庁と話をしている。

山�田：税理士資格を取るのに会

計士資格等がより短期間とな
る、その対策について教えて
欲しい。

杉�田専務理事：会計士試験ルー
トから税理士試験の内容は
32 年以降までわからない。
会計士が実務研修で受けるテ
ストはすべてホームページへ
アップする。会計士は一律に
税理士に向かないというわけ
でもない。

２．�日税連の機構改革に
　　ついて

山�田：日税連の執行部は閉鎖的
な組織。

　 若手会員、税理士個々人の声
が届かないのは問題。ビデオ
視聴等で常務理事会等の配信
等参加意識を持たせる施策が
必要。やり方を変えることは
検討できないか。

和�田専務理事：日税連、正副会
長会は会長と 15 単位会の会
長副会長、そこに正副参事、
総務部長任意参加だが入る。
理事会 100 名こちらの方は各
税理士会から推薦で来てい
る。その段階で各税理士会は
日税連の役員に対して各税理
士会の総慮をもってきてい
る。理事は各税理士会の意見
をもって日税連で発言する。
委員会でも各税理士会の意見
は必ず出すことになってい
る。各単位会意見を背負って
来ているという意識はすべて
の理事が持っている。現状閉
鎖的かは議論がある。

　 制度部では日税連の組織改革
について意見がある。変わら
なきゃいけない、変えた方が

いいと。正副会長会、制度部、
すべての委員会で検討してい
る。

山�田：機構改革について、理事
会決議が総会で否決されたこ
とはあるか。

　 日税連の会則上は決議機関と
執行機関は区別されている
が、実態は全く同一。ガバナ
ンスの観点からは、分離する
ことが必要。会長選出につい
ては、単位税理士会毎に選挙
戦を行い個々の税理士の意見
が反映しにくい。改善のため
には代議員制という各個人の
民意が反映できるような組織
にして頂きたい。

和�田専務理事：日税連総会で否
決された事例には、たぶん無
い。総会で否決する可能性は
ある。2 年に一回会長と副会
長と単位会の会長が同一でな
いときがある。代議員制につ
いては、全国から来ている理
事というのは全国の各単位会
の意見を背負ってきている。
そういう意味では代議員制に
も近い。

　 制度部では日本税理士連合会
がいいとの意見も出てきてい
る。今後検討する。組織が士
連合会になれば、76 千人に
選挙権がいく。その場合まと
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ある。会員一人一人が日税連
会長の資質を見抜けるかどう
かまで詰めて検討が必要。

神�津会長：各単位会の会長は全
員が直接選挙で選ばれてい
る。この方々が、日税連でそ
の会を代表している。115 名
は少ない、ちょうどいい。そ
ういう様々な議論を含めて検
討中。

　 先約があって中座させて頂
く。

和�田専務理事：理事会のビデオ
配信について。日税連の中に
情報公開に関して申し送りが
ある。開示方法はほぼ会報
誌。情報開示するとそれに誘
導される。正副会長会の議題
で常務理事会決議を要するも
のは、原則を非公開となる。
常務理事会議題でも理事会決
議を必要とするものは、常務
理事会で非公開となる。それ
以外はビデオ配信で意識も高
まるかもしれないが、正副会
長会はいろんな意見が出るた
め難しい。常務理事会での意
見が少ない。常務理事が単位
会の意向を汲んで意見を出し
て、理事会を活発な意見の場
にする方が先かと考える。

３．ベンダーアンケート
　　結果の共有

芳�賀税理士業務研究委員長（以
下「芳賀」）：「人工知能の活
用開発状況に関するアンケー
トの結果について」「ベンダー
アンケートの結果からわかる
考察、魅力ある税理士業界で
あり続ける為には」を配布し

ている。ベンダーへのアン
ケートについて共有させて頂
く。

　 具体的に AI はどの程度のモ
ノなのか。全国青税の名前で
アンケートを採った。主要ベ
ンダー 9 社にアンケートを実
施。

　 会計ソフトの勘定科目消費税
の判定について、AI を活用
して自動判定する機能のリ
リース予定について聞いた。

　 弥生会計、MFクラウド、freee
はリリース済み、との回答。
TKC は科目や消費税の判定
は AI と呼べない。データ通
信は証憑類の日付や取引先、
取引明細、金額を解析して
AI を活用し、仕訳及び消費
税区分を判定させる機能を検
討中。類推の手法はベンダー
が集める情報を元に判断する
仕組み。元データのシェアを
獲得するほど、類推の精度が
高まる。

　 判定の誤りよる不利益のリス
ク担保について聞いた。誤り
の責任をだれが負うか。基本
的には、最終確定はユーザー
なのでメーカーは責任を負わ
ない、との回答。

　 税務申告書等の作成に関する
AI の活用予定について質問
した。殆ど検討中またはない
との回答。申告書作成につい
てはAIの活用は進んでない。

　 税務相談業に関するチャット
ポット等のリリース予定につ
いて質問した。国税庁では税
務行政の将来像でチャット
ポット使うと述べる。ユー
ザーが税務相談で使えるよう
なチャットポットの開発予定
はあるかとの質問。各メー
カー具体的なリリース予定は

ない。
　 記帳代行や税務申告書の作成

業務はどの程度効率化する
かのイメージを聞いた。MF
クラウドは 5 年後に 50％。
MJS ミロク 80％。データ通
信 70％。BBC50％、との回答。
担当者イメージは相当程度進
むと考えている。

　 税理士会等への要望を聞い
た。弥生会計は、IT 化を税
理士と一緒に取り組みたい。
MF クラウドも同様。Freee
は AI の 製 造 物 責 任 緩 和。
MJS ミロクは AI 機能に起因
する責任問題の明確化。ICS
はスキャナ保存等の要件緩
和。BBC は将来像の明確化。

　 税理士の仕事は資格者による
確認検査が重要。ベンダー各
社の全自動との宣伝は間違
い。最終的には自動で申告書
が出来上がるとしてもそこに
事実認定等の判断が含まれ、
確認検査が重要になる。品質
の確保のため税理士がやらな
ければいけないことを法制度
にしていく必要がある。記帳
代行等単純作業は、5 年後に
80％くらいになる。そのイ
メージで税理士制度を考えて
いく必要がある。

　 AI 活用のイニシアチブは、
ビックデータの活用が鍵。元
データをおさえた者が勝つの
で、今後は MF クラウド等
が力を伸ばしてくる。ベン
ダーの意見は税理士への期待
なので、背景を的確にとらえ
て、今後税制改正なり適切に
取り組んでいく必要がある。

　 国税庁等の ICT 推進は、税
理士を中抜きにするおそれが
あり、納税者のためにならな
いこともある。徴税側の事情
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でのシステム構築には弊害が
ある。税理士会としてチャッ
トポット等の研究について進
めて欲しい。以上、アンケー
トの情報共有。

瀬�上専務理事：中小企業庁で
SmartSAE という検討会が
あり同様の調査をしていた。
結局これと同じで自動的に決
算書ができるわけではなく、
税理士が確認する作業が必
要。会計の専門家として絶対
にこれはやらなきゃいけない
こと。

　 Freee や MM は API で連携
し、販売から会計までアプリ
ケーションで連動できる。特
に飲食業など。IT 化はベン
ダーに相談する。専門的な
IT と会計税務が判る人は税
理士のみ。我々はベンダーと
連携を深めて使いやすいもの
にする仕組みが必要。

　 freee と TKC と北国銀行で
もめた案件がある。いわゆる
業務侵害。金融機関とベン
ダーが囲い込みをしていく可
能性があり、我々も注意すべ
き。

４．税制改正について

今�井税制対策委員長（以下「今
井」）：税制について、内容に

ついては三つ。消費税の単一
税率の維持。世代間公平。税
の再分配機能について。

　 消費税。現状の政治状況から
は、単一税率維持は困難な状
況。建議書提出以外の行動プ
ランはないか。立法担当者や
関係省庁との意見交換の情報
があれば、お知らせ頂きたい。

和�田専務理事：単一税率維持と
インボイス反対は、30 年が
最終段階。12 月に大綱がで、
与党税調開始されるのでそこ
までの政治活動が中心にな
る。仮に 76 千人全員が国会
陳情にきて地元で常に活動し
たら、違う結果が出るかも。
あと二ヶ月くらいが大切な時
期。

　 今の段階で単一税率について
主税局は耳を貸す状態にな
い。軽減税率の先のインボイ
スに対しての意見は、聞いて
もらえる。

小�島副会長：軽減税率、理解さ
れている議員もいる。特に重
鎮の先生方は低所得者対策に
はならないと理解。理解はし
ているのだけれど、歯がゆい
ところ。党という縛りの中で
意見が言えない。我々として
はしっかりと陳情し議論がわ
くような形に持っていけたら

最高と思う。

西�村副会長：商工会議所等の担
当者と消費税の問題を議題と
した。この団体は我々の主張
と全く一緒。各団体の担当者
は陳情し我々も陳情し、会う
政治家はみんなわかってい
る。しかしなぜか進まない。
政治の世界になっている。連
名で活動してもいいのかも。
四～五団体連盟で活動すれ
ば、検討する方向に進む可能
性もある。ダメな税制である
ことは政治家も解っている。
しかし自民党が圧勝し国民が
選んだ。気持ちは一緒だがジ
レンマがある。

５．納税環境整備について

石�澤納税環境整備委員長（以下
「石澤」）：納税者権利憲章と
マイナンバーについて。納税
者権利憲章に関して。国税通
則法に国犯法が含まれた。納
税者の権利を守る必要がある
のではないか。納税者憲章の
実現に向けての進捗状況。

瀬�上専務理事：建議書の中にい
れておりスタンスは変わって
いない。

和�田専務理事：活動はそんなに
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代わったところで活動はわか
らない。調研部でどういう議
論になっているのか。これだ
け行政と話をしているという
ことは無い。いずれこれも含
めてやらなきゃいけないとは
考えている。

石�澤：いずれ納税者権利憲章と
して戻して頂きたい。

　 マイナンバーに関して。特別
徴収税額通知書に記載された
個人番号に関して個人情報保
護委員会は、利用目的を通知
すれば問題ないと回答。本人
確認の問題あり。連合会の考
えを。

和�田専務理事：特別徴収通知書
に番号が書いてあると、事業
者は収集作業をやらなくな
る。特別徴収税額通知書の記
載の番号を利用して良いかに
ついては、総務省と個人情報
保護委員会で意見が分かれて
いた。最終的は保護委員会が
承諾し、ホームページに出し
た。

石�澤：各種税務情報が集積され
て記入済み申告書が出来上が
る可能性がある。日税連は記
入済み申告書の制度は、賛成
か反対か、反対ならば、どう
いった施策でこれに対応する
か。

和�田専務理事：納税者の利便性
を考えるならばいい。申告納
税制度維持であればとんでも
ない。今のところ議論が止
まっている。日税連の方向性
はこれからの話。

６．税理士制度について
　　（追加質問）

山�田：税理士法の動きについて。
法 3 条 3 項の公認会計士指定
研修の件。以下三点お願いし
たい。

　 公認会計士協会の考査問題の
早期公表。

　 税理士試験と同程度の試験か
どうかの検証。

　 内容の税理士会員への公表。

和�田専務理事：税理士試験と同
程度かの検証。試験後に審議
会を通じて申し入れる段取
り。情報漏えいの関係もある
ので。

鈴�木東京青税会長（以下「鈴
木」）：考査について年一回追
試がある。追試について公表
を要望しているか。

杉�田専務理事：追試についても
公表との要望は挙げる。

山�田：税理士法改正に向けた改
正項目、事務所設置要件第
40 条。ネット環境とパソコ
ンがあれば税理士業務を行え
るようになった。事務所設置
基準の改正に向けてガイドラ

インはあるか。

杉�田専務理事：継続的に職務を
執行できる場所、物理的な場
所、という規定のままで、時
代に合わない事務所の定義を
どう見直すか。指導連絡監督
ができる連絡場所でいいとの
意見がある。重要な項目とし
て検討中。

仙�田：税理士事務所の定義は継
続的な表示と設備と人の三要
素で判断となっている。設備
はノートパソコンでできてし
まう状態。何をもって監督で
きるといえるのか。

山�田：ICT、AI の進展につい
て 2 条の業務の話。税務相談
や税務書類の作成は、代替化
へ進む中、税務代理が重要に
なってくる。納税者の代理人
としての権利の重要性が増す
と考えられる。税理士も納税
者の代理人として照会権を定
め、権利を拡充明確化するこ
とは考えているか。

杉�田専務理事：考えてない。弁
護士とはもともと役割が違
う。照会権付与は非常に危な
いと思う。
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はじめに
　2017 年度の法対策部は、税
理士制度対策委員会（委員長：
山田隆一会員／近畿）、税制対
策委員会（委員長：今井司会員
／東京）、納税環境整備委員会

（委員長：石澤健太会員／神奈
川）及び税理士業務研究委員会

（委員長：芳賀保則会員／東京）
の４つの委員会を設けて、「国
民のための税理士制度の確立」、

「国民のための租税制度の改善」
に向けて議論を交わし、懇談会
の開催や意見書の提出などの活
動を行った。
　この 1 年を通じて行った活動
につき、私見も交えて報告する。

１�．AI�「人工知能」�に関す
るアンケート調査

　昨今話題である AI の進展が
税理士の業務にいかなる影響を
与えるのか、税理士の業務に関
係のある主要なベンダー９社
に対し、AI の現在の活用状況、
今後の展望、また AI の活用や
開発に関し、税理士が主導して
行うべきことについてアンケー
ト調査を行った。調査結果に関
しては、各社とも会計ソフトの
勘定科目・消費税の判定につい
ては、それが AI の範疇に入る
のかとの議論はあるが、すでに
対応済や検討とのことである一
方、税務書類の作成及び税務相

談の分野については今後の検討
課題であるのと回答を得られ
た。
　AI については、その定義は
多々あるが、我々の業務に関わ
る技術としては「コンピュー
ターが人間のように “ 学習 ” し、
知識をもとに “ 推測 ” すること」
があげられる。その AI の精度

（強さ）にもよるが、“ 学習・判
断 ” の要素については、一定の
条件のもとではあるが、充分人
間の能力に対応するものができ
ることは、囲碁の世界における

「アルファ碁」の活躍で自明と
なっている。今回のアンケート
結果においても、税務書類の作
成及び税務相談の分野について
は、今後の検討課題との結果が
でたが、それは技術的に対応で
きるかという要素と税理士法上
問題がでないかとの要素が見受
けられる。納税者が AI を応用
した税務相談を受けた場合、そ
れは税理士法第 52 条の「税理
士等でない者」とどう関連する
のかといった法的問題を検討す
る必要もあり、また、そもそも
税理士業務を税理士に限定する
こと至った歴史上の意義を踏ま
えたうえでは、今まで税理士業
務に対し主体的に責任をもって
取り組んできた先達である我々
税理士が AI に対し主体的に動
くことも検討する必要性がある
と考える。

　このアンケート結果について
は、HP 上において公開してい
る。

２．日税連に対する意見書
　11 月 13 日、日税連に「日本
税理士会連合会の機構改革に関
する要望書」を提出した。税理
士法制定時、税理士会及びその
会員に対する指導、連絡に関す
る事務を行う存在であった日税
連が、監督権限の付与・登録に
関する事務・租税教育の会則化・
研修及び税務支援の会則におけ
る義務化など、個々の税理士に
対する日税連の存在が強まって
いるなか、日税連の運営は旧態
依然として変わっていない。
　平成 26 年税理士法改正の過
程についても、会員の意見の反
映不足、意思決定の不透明性が
あり、国民のための税理士制度
のさらなる発展には、日税連に
対し税理士一人一人が主体的に
その運営に参加することができ
る制度にすべきであると考え、
意見書を提出した。内容につい
ては、日税連の会員を税理士等
とする最終目標と掲げつつ、そ
の経過措置として早急に改正決
議機関と執行機関を分離するこ
と、総会の決議について各税理
士会の会長の行使できる議決権
数を等しくすることなどであ
る。
　この意見書についても HP 上
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３�．日本税理士会連合会
との懇談会

　11 月 13 日に日税連執行部と
の懇談会を開催した。前日及び
当日午前中に全青執行部、単位
青税代表等が集合し打合せを
行った。懇談内容については広
報誌の日税連懇談会の記録をご
覧いただきたい。昨年に引き続
き AI を取り上げ、当連盟で行っ
たアンケートの結果について情
報を共有した。また AI が進展
するなかビッグデータの存在の
重要性が高まることについて認
識を共有し、それに対して税理
士がかかわることの必要性を伝
えた。その他、税理士試験受験
者数の減少については、税理士
登録者のうちに税理士試験合格
者の占める割合が少ない現状を
踏まえれば、税理士制度の PR
等の問題だけではなく、税理士
制度自体の問題もあるのではな
いのかとの意見を伝えた。税制
については、消費税複数税率の
導入反対の意思確認と適格請求
書等保存方式への反対の意見を
伝えた。

４�．税制改正に関する要
望書

　2 月 20 日、日税連に平成 31
年度税制改正に関する要望書を
提出した。要望書は今井委員長
を中心に、8 月の法対策部会か
ら具体的な議論をはじめ、理事
会では 4 回の協議を経たのち審
議承認されて完成した。「公平・
中立・簡素」を基本とし、主権
者である国民が納得できる租税
制度、公平性が保たれる税制、
未来を見据えたあるべき税制の
三つの視点をもとに、全税目に

関して網羅的に意見書を作成し
た。その中でも、特に重要項目
と考える 16 項目については、
意見書の中でも最初にもってく
るなど、強弱をつけた構成とし
ている。内容については、前年
から引き続き掲げている項目も
あるが、今年度重要項目に追加
したものとしては「基礎控除額
等は逓減・消失してはならない」
があげられる。これは平成 30
年度税制改正の大綱をうけたも
のであるが、所得税における基
礎控除を憲法 25 条の概念から
とらえ、憲法上の要請から基礎
控除は所得の高いか低いかにか
かわらず、国家が等しく国民に
保障すべきものととらえたもの
である。
　今年度の税制改正要望書の作 
成にあたっては、部会等で顔を
合わせ議論することを基本とし
た。税制すべての項目について
網羅的に意見を見つめなおす必
要性から、部会において、一旦
取り消すとした内容が、その後
の議論を経て復活するなどが
あったが、今井委員長をはじめ
とする法対策部員の尽力により、
この意見書ができあがったこと
について報告させていただく。
　また重要項目に新規に追加し
た「基礎控除額等は逓減・消失
してはならない」については、
その決定過程の不透明性及び説
明責任を求める意見とあわせ
て、2月20日に麻生財務大臣に、
平成 30 年度税制改正の大綱を
うけての個別意見として意見書
を提出している。

５�．納税者権利憲章に関
する要望書

　納税者権利憲章に関しては、
平成 22 年 11 月に提出した納税

者の権利保護及び権利救済制度
に関する要望書を理解すること
から始めた。10 月 15 日に「全
青が代々考える納税者権利憲
章」をテーマに、坂井昭彦会員

（近畿）を講師にお願いし、研
修会を行った。その後、石澤委
員長を中心に部会において議論
をすすめ、事業年度末のぎりぎ
りとなってしまったが、意見を
まとめることができた。その内
容としては、大きく以前と異な
るのは、基本的な考え方におい
て、税理士法に定める税理士の
使命及び国税通則法の目的にお
いて納税者の権利擁護を明文化
すべきとした点である。消費税
の増税が予定されているなか、
国民は今まで以上に税負担を認
識することとなる。そうした状
況下において国民の税に関する
理解及び協力は今まで以上に不
可欠なものとなるため、その礎
として納税者の権利擁護の必要
性を認識するに至ったからであ
る。国民は税における自らの権
利を擁護されることにより、信
頼して協力することができるの
である。その考えから、国税通
則法の目的と、納税者を支える
税理士の使命において、権利擁
護を明文化すべきとした。

おわりに
　今年度においては、上記の項
目以外に「選挙に絡んだ消費税
の使途変更の妥当性」、「記入済
申告書がもたらす申告納税制度
への影響」「AI をどのように税
理士法でとらえるのか」「ICT
化が進むなか、税理士がどのよ
うに義務を果たすべきか」など、
多くの項目について、部会で議
論をした。すべてにおいて、一
定の意見集約までできればよ
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あとがきあとがき
　今回は、現執行部による１
年間のまとめのコメントと、
日税連執行部との懇談会を中
心にお送りしました。今号が

した。それでは、８月４日の
東京大会でお会いしましょ
う。

広報部長　秦　光一郎

私の編集する最後の広報誌とな
ります。皆様のおかげで何とか
任務を全うすることができまし
た。どうもありがとうございま

かったのだか、私の力不足もあ
り、成果を得られなかったこと
も多くある。しかしながら、地
理的に集まる機会も多くない中

で、毎月の部会や臨時の部会な
どに多くの部員に参加していた
だいた。活動の中心となって頂
いた委員長、部会等で積極的に

発言、議論頂いた部員の皆様、
理事会での協議、審議にご協力
くださった理事の皆様に感謝申
し上げ、報告の結びとしたい。

Page-16

法 対 策 情 報


